
相談支援事業と他事業所との併設状況等について

◆指定特定相談支援事業所と障がい福祉サービス事業所の併設状況（H25.7.1現在）

類型
事業所
数

相談支援のみ
（121事業所）

121

33 居宅介護 重度訪問介護 同行援護

16 居宅介護 重度訪問介護

11 生活介護
就労継続
支援B型

11 生活介護

5 居宅介護 重度訪問介護 生活介護

4 居宅介護
就労継続
支援B型

訪問系＋短期入所
＋宿泊型自立訓練

（１事業所）
1 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 短期入所

宿泊型
自立訓練

宿泊型自立訓練
（１事業所）

1
宿泊型
自立訓練

短期入所
（6事業所）

6 短期入所

入所施設
（23事業所）

13 生活介護 短期入所 施設入所支援

GH・CH
（９事業所）

4 共同生活介護 共同生活援助

指定特定相談支援事業所319か所

◆障がい児相談支援事業所と障がい児支援事業所の併設状況（H25.4.1現在）

類型
事業所
数

相談支援のみ
（159事業所）

159

26 児童発達支援
放課後等デイ
サービス

6 児童発達支援
放課後等デイ
サービス

保育所等訪問
支援

6
放課後等デイ
サービス

入所支援
（１事業所）

1 児童発達支援
障がい児入所
支援

指定障がい児相談支援事業所209か所

通所支援
（49事業所）

併設状況

併設状況

訪問系
（70事業所）

日中活動系
（57事業所）

訪問系＋
日中活動系
（31事業所）

参考資料４ 
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◆相談支援事業所と訪問系事業所との併設の主なものの状況

事業所数
うち　33 居宅介護 重度訪問介護 同行援護

うち　16 居宅介護 重度訪問介護

H２３年度障害福祉サービス等経営実態調査結果 相談支援 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 総合計

収支状況

収入(Ａ)　（千円） 11,674 45,850 52,746 110,270

支出(Ｂ)　（千円） 11,792 38,489 45,503 95,784

うち、給与費(Ｃ) 9,825 29,487 38,599 77,913

＊人件費比率（Ｃ÷A） 84.2% 64.3% 73.2% 70.66%

収支差(Ａ－Ｂ)　（千円） -118 7,361 7,243 0 14,486

収支差率 -1.0% 16.1% 13.7% 13.1%

職員数（常勤換算数）

○直接処遇職員 1.86 11.76 17.15 30.77

　サービス管理責任者 0.01 0.21 0.31 0.53

省令における人員基準 ― ― ―

　サービス提供責任者 0.04 1.91 2.52 4.47

省令における人員基準 ―
規模に応じ常勤
換算1人以上

規模に応じ常勤
換算1人以上

規模に応じ常勤
換算1人以上

　看護職員（保健師、看護師、準看護師） 0.00 0.16 0.02 0.18

省令における人員基準 ― ― ―

　理学療法士・作業療法士 0.04 0.04 0.00 0.08

省令における人員基準 ― ― ―

　児童指導員又は保育士 0.00 0.01 0.00 0.01

省令における人員基準 ― ― ―

　生活指導員・生活支援員 0.31 0.05 0.00 0.36

省令における人員基準 ― ― ―

　ホームヘルパー 0.00 9.27 14.28 23.55

省令における人員基準 ― 常勤換算2.5人以上 常勤換算2.5人以上 常勤換算2.5人以上

　相談支援専門員 1.47 0.11 0.02 1.60

省令における人員基準 専従1人以上 ― ―

　栄養士 0.00 0.01 0.00 0.01

省令における人員基準 ― ― ―

○その他の職員 0.85 1.85 1.29 3.99

管理者:専従1人 管理者:常勤専従1人 管理者:常勤専従1人 管理者:常勤専従1人

合計数 2.71 13.61 18.44 34.76

参考　

1施設・事業所あたり延べ利用者数（訪問系その他） 35 2,490 2,982

70

併設状況
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◆相談支援事業所と日中活動系事業所との併設の主なものの状況

事業所数

うち　11 生活介護

うち　11 生活介護 就労継続B型

H２３年度障害福祉サービス等経営実態調査結果 相談支援 生活介護 総合計 生活介護 就労継続B 総合計

収支状況

収入(Ａ)　（千円） 11,674 216,253 227,927 216,253 41,952 269,879

支出(Ｂ)　（千円） 11,792 189,859 201,651 189,859 35,917 237,568

うち、給与費(Ｃ) 9,825 130,290 140,115 130,290 26,241 166,356

＊人件費比率（Ｃ÷A） 84.2% 60.2% 61.5% 60.2% 62.6% 61.6%

収支差(Ａ－Ｂ)　（千円） -118 26,394 26,276 26,394 6,035 32,311

収支差率 -1.0% 12.2% 11.5% 12.2% 14.4% 12.0%

職員数（常勤換算数）

○直接処遇職員 1.86 26.14 28.00 26.14 6.51 35
　サービス管理責任者 0.01 1.17 1.18 1.17 0.81 1.99

省令における人員基準 ―
60人に1人以上、

1人常勤
60人に1人以
上、1人常勤

60人に1人以
上、1人常勤

　サービス提供責任者 0.04 0.08 0.12 0.08 0.03 0.15
省令における人員基準 ― ― ― ―

　看護職員（保健師、看護師、準看護師） 0.00 1.61 1.61 1.61 0.03 1.64
省令における人員基準 ― 生活単位ごとに1以上 生活単位ごとに1以上 ―

　理学療法士・作業療法士 0.04 0.24 0.28 0.24 0.01 0.29
省令における人員基準 ― 必要数 必要数 ―

　児童指導員又は保育士 0.00 0.07 0.07 0.07 0.02 0.09
省令における人員基準 ― ― ― ―

　就労支援員 0.00 0.08 0.08 0.08 0.35 0.43

省令における人員基準 ― ― ― ―

　職業支援員 0.00 0.23 0.23 0.23 2.73 2.96

省令における人員基準 ― ― ― 常勤換算1:10以
上、1人常勤

　生活指導員・生活支援員 0.31 21.59 21.90 21.59 2.31 24.21

省令における人員基準 ― 生活単位ごとに1
以上、1人常勤

生活単位ごとに
1以上、1人常勤

常勤換算1:10以
上、1人常勤

　ホームヘルパー 0.00 0.18 0.18 0.18 0.04 0.22
省令における人員基準 ― ― ―

　相談支援専門員 1.47 0.10 1.57 0.10 0.02 1.59
省令における人員基準 専従1人以上 ― ―

　世話人 0.00 0.16 0.16 0.16 0.12 0.28
省令における人員基準 ― ― ―

　栄養士 0.00 0.63 0.63 0.63 0.03 0.66
省令における人員基準 ― ― ―

○その他の職員 0.85 4.90 5.75 4.90 1.55 7.30
管理者:専従1人 管理者:専従1人 管理者:専従1人 管理者:専従1人

合計数 2.71 31.04 33.75 31.04 8.07 41.82
参考　
1施設・事業所あたり定員（居住支援系） ― 33.3 33.3 0.8
1施設・事業所あたり定員（単純平均、日中活動系） ― 49.9 49.9 27.9
1施設・事業所あたり延べ利用者数（訪問系その他） 35 67 67 5

57

併設状況
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◆相談支援事業所と訪問系及び日中活動系事業所との併設の主なものの状況

事業所数
うち　５ 居宅介護 重度訪問介護 生活介護

うち　４ 居宅介護 就労継続Ｂ型

H２３年度障害福祉サービス等経営実態調査結果
相談支
援

居宅介
護

重度訪
問介護

生活介
護

総合計
居宅介
護

就労継
続B型

総合計

収支状況
収入(Ａ)　（千円） 11,674 45,850 52,746 216,253 326,523 45,850 41,952 99,476
支出(Ｂ)　（千円） 11,792 38,489 45,503 189,859 285,643 38,489 35,917 86,198
うち、給与費(Ｃ) 9,825 29,487 38,599 130,290 208,201 29,487 26,241 65,553

＊人件費比率（Ｃ÷A） 84.2% 64.3% 73.2% 60.2% 63.8% 64.3% 62.6% 65.9%
収支差(Ａ－Ｂ)　（千円） -118 7,361 7,243 26,394 40,880 7,361 6,035 13,278

収支差率 -1.0% 16.1% 13.7% 12.2% 12.5% 16.1% 14.4% 13.3%
職員数（常勤換算数）
○直接処遇職員 1.86 11.76 17.15 26.14 56.91 11.76 6.51 20.13
　サービス管理責任者 0.01 0.21 0.31 1.17 1.70 0.21 0.81 1.03

省令における人員基準 ― ― ― 60人に1人以
上、1人常勤 ―

60人に1人以
上、1人常勤

　サービス提供責任者 0.04 1.91 2.52 0.08 4.55 1.91 0.03 1.98

省令における人員基準 ―
規模に応じ
常勤換算1以

上

規模に応じ
常勤換算2以

上
―

規模に応じ
常勤換算1以

上
―

　看護職員（保健師、看護師、準看護師） 0.00 0.16 0.02 1.61 1.79 0.16 0.03 0.19
省令における人員基準 ― ― ― 生活単位ごとに1以上 ― ―

　理学療法士・作業療法士 0.04 0.04 0.00 0.24 0.32 0.04 0.01 0.09
省令における人員基準 ― ― ― 必要数 ― ―

　児童指導員又は保育士 0.00 0.01 0.00 0.07 0.08 0.01 0.02 0.03
省令における人員基準 ― ― ― ― ― ―

　就労支援員 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.35 0.35

省令における人員基準 ― ― ― ― ― ―

　職業支援員 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.00 2.73 2.73

省令における人員基準 ― ― ― ― ―
常勤換算
1:10以上、1
人常勤

　生活指導員・生活支援員 0.31 0.05 0.00 21.59 21.95 0.05 2.31 2.67

省令における人員基準 ― ― ―
生活単位ご
とに1以上、1
人常勤

―
常勤換算
1:10以上、1
人常勤

　ホームヘルパー 0.00 9.27 14.28 0.18 23.73 9.27 0.04 9.31
省令における人員基準 ― 常勤換算2.5人以上 常勤換算2.5人以上 ― 常勤換算2.5人以上

　相談支援専門員 1.47 0.11 0.02 0.10 1.70 0.11 0.02 1.60
省令における人員基準 専従1人以上 ― ― ― ―

　世話人 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.12 0.12
省令における人員基準 ― ― ― ― ―

　栄養士 0.00 0.01 0.00 0.63 0.64 0.01 0.03 0.04
省令における人員基準 ― ― ― ― ―

○その他の職員 0.85 1.85 1.29 4.90 8.89 1.85 1.55 4.25
管理者:専従1人 管理者:常勤専従1人 管理者:常勤専従1人 管理者:専従1人 管理者:常勤専従1人 管理者:専従1人

合計数 2.71 13.61 18.44 31.04 65.80 13.61 8.07 24.39
参考　
1施設・事業所あたり定員（居住支援系） ― ― ― 33.3 ― 0.8
1施設・事業所あたり定員（単純平均、日中活動系） ― ― ― 49.9 ― 27.9
1施設・事業所あたり延べ利用者数（訪問系その他） 35 2,490 2,982 67 2,490 5

31

併設状況
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◆相談支援事業所と短期入所との併設の状況

事業所数

6 うち　6 短期入所*
*全て単独型
事業所

H２３年度障害福祉サービス等経営実態調査結果 相談支援 短期入所 総合計

収支状況 *単独型事業所

収入(Ａ)　（千円） 11,674 20,857 32,531

支出(Ｂ)　（千円） 11,792 19,302 31,094

うち、給与費(Ｃ) 9,825 14,917 24,742

＊人件費比率（Ｃ÷A） 84.2% 71.5% 76.1%

収支差(Ａ－Ｂ)　（千円） -118 1,555 1,437

収支差率 -1.0% 7.5% 4.4%

職員数（常勤換算数）

○直接処遇職員 1.86 9.81 11.67

　サービス管理責任者 0.01 0.17 0.18

省令における人員基準 ― ―

　サービス提供責任者 0.04 0.02 0.06

省令における人員基準 ― ―

　看護職員（保健師、看護師、準看護師） 0.00 0.54 0.54

省令における人員基準 ― ―

　理学療法士・作業療法士 0.04 0.03 0.07

省令における人員基準 ― ―

　児童指導員又は保育士 0.00 0.00 0.00

省令における人員基準 ― ―

　就労支援員 0.00 0.00 0.00

省令における人員基準 ― ―

　職業支援員 0.00 0.29 0.29

省令における人員基準 ― ―

　生活指導員・生活支援員 0.31 8.47 8.78

省令における人員基準 ― 6人に1人以上

　ホームヘルパー 0.00 0.03 0.03

省令における人員基準 ― ―

　相談支援専門員 1.47 0.03 1.50

省令における人員基準 専従1人以上 ―

　世話人 0.00 0.02 0.02

省令における人員基準 ― ―

　栄養士 0.00 0.22 0.22

省令における人員基準 ― ―

○その他の職員 0.85 1.99 2.84
管理者:専従1人 管理者:常勤専従1人

合計数 2.71 11.80 14.51
参考　
1施設・事業所あたり定員（居住支援系） ― 5.2
1施設・事業所あたり定員（単純平均、日中活動系） ― ―
1施設・事業所あたり延べ利用者数（訪問系その他） 35 0

併設状況
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◆相談支援事業所と施設入所支援等との併設の状況

事業所数

81 うち　１３ 施設入所支援 生活介護 短期入所*
*全て併設型
事業所

H２３年度障害福祉サービス等経営実態調査結果 相談支援 施設入所支援 生活介護 短期入所 総合計

収支状況 *併設型事業所

収入(Ａ)　（千円） 11,674 291,844 216,253 20,857 540,628

支出(Ｂ)　（千円） 11,792 258,193 189,859 19,302 479,146

うち、給与費(Ｃ) 9,825 173,884 130,290 14,917 328,916

＊人件費比率（Ｃ÷A） 84.2% 59.6% 60.2% 71.5% 60.8%

収支差(Ａ－Ｂ)　（千円） -118 33,651 26,394 1,555 61,482

収支差率 -1.0% 11.5% 12.2% 7.5% 11.4%

職員数（常勤換算数）

○直接処遇職員 1.86 33.76 26.14 9.81 71.57

　サービス管理責任者 0.01 1.54 1.17 0.17 2.89

省令における人員基準 ― 施設と同様

　サービス提供責任者 0.04 0.07 0.08 0.02 0.21

省令における人員基準 ― ― ― ―

　看護職員（保健師、看護師、準看護師） 0.00 2.00 1.61 0.54 4.15

省令における人員基準 ― ― 生活単位ごとに1以上 ―

　理学療法士・作業療法士 0.04 0.33 0.24 0.03 0.64

省令における人員基準 ― ― 必要数 ―

　児童指導員又は保育士 0.00 0.10 0.07 0.00 0.17

省令における人員基準 ― ― ― ―

　就労支援員 0.00 0.19 0.08 0.00 0.27

省令における人員基準 ― ― ― ―

　職業支援員 0.00 0.65 0.23 0.29 1.17

省令における人員基準 ― ― ― ―

　生活指導員・生活支援員 0.31 27.58 21.59 8.47 57.95

省令における人員基準 ― 60人に1人以
上、1人常勤

生活単位ごとに1
以上、1人常勤

施設と同様

　ホームヘルパー 0.00 0.11 0.18 0.03 0.32

省令における人員基準 ― ― ― ―

　相談支援専門員 1.47 0.09 0.10 0.03 1.69

省令における人員基準 専従1人以上 ― ― ―

　世話人 0.00 0.14 0.16 0.02 0.32

省令における人員基準 ― ― ― ―

　栄養士 0.00 0.96 0.63 0.22 1.81

省令における人員基準 ― ― ― ―

○その他の職員 0.85 6.63 4.90 1.99 14.37
管理者:専従1人 管理者:専従1人 管理者:常勤専従1人

合計数 2.71 40.38 31.04 11.80 85.93
参考　
1施設・事業所あたり定員（居住支援系） ― 59.3 33.3 5.2
1施設・事業所あたり定員（単純平均、日中活動系） ― 61.8 49.9 ―
1施設・事業所あたり延べ利用者数（訪問系その他） 35 69 67 0

併設状況

60人に1人以上、1人常勤
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